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第１章 総    則 

 

第１節 計 画 の 目 的                            

この計画は、水防法及び災害対策基本法並びに愛知県水防計画の定めるところにより管内各河

川・ため池・海岸の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽

減して、水防に関し必要な事項及び具体的な実施要領を定め水防活動に万全を期し、もって公共

の安全を保持することを目的とする。 

第２節 水 防 の 責 任                            

 水防管理団体は、その管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有し、その団体の管理

者は市長とする。 

 水防管理団体（水防管理者）の水防法上の一次的責任又は権限 

水防管理団体は、次の事項によりその管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任（法第５

条の水防団等の所轄にかかる事項を含む）を有する。（法第３条） 

ア 水防体制を確立すること（法第３条） 

イ 水防倉庫の設置及び資器材の備蓄（法第２条第６項、法第３条） 

ウ 通信連絡系統を確立すること（法第２７条、法第２条第６項） 

エ 随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があると 

きは、直ちに当該河川、海岸等の管理者に連絡して必要な措置を求めること。（法第９

条） 

オ 水位状況の関係者への通報（法第１２条） 

カ 消防団を出動させ、又は出動の準備をさせること（法第１７条） 

キ 警戒区域を設定し、立入を禁止若しくは制限し、退去を命ずる消防団に指示すること 

（法第５条第３項、法第２１条第１項） 

ク 警察官の出動を求めること（法第２２条） 

ケ 他の水防管理団体への応援要請及び応援に要する費用の要請者負担（法第２３条） 

コ 水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させる 

こと（法第２４条） 

サ 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときに、直ちにこれを関係者に通報すること 

（法第２５条） 

シ 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、できる限り氾濫による被害が拡大しない 

ように努めること（法第２６条） 

ス 水防上緊急を要する通信のために、電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設 

等を使用すること（法第２７条） 

セ 水防上緊急の必要があるときの公用負担権限を行使すること（法第２８条） 

ソ 危険が切迫しているときに必要と認める区域の居住者等に対して立退きを指示すること 

（法第２９条） 

タ 水防に要する費用を負担すること（法第４１条） 
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チ 法第 24条により水防に従事した者に対する災害補償をすること（法第４５条） 

ツ 平常時における区域内の河川、遊水地、海岸等の巡視及び異常箇所の通報（法第９条） 

テ 消防事務との調整（法第５０条） 

ト 水防協力団体の指定、監督（法第３６条、法第３９条） 

ナ 水防協力団体に対する必要な情報の提供又は指導もしくは助言（法第４０条） 

第３節 住 民 の 義 務                            

「自らの身の安全は自ら守る」が水防の基本であり、すべての市民、事業者、団体が、水防に

関するこの基本的責務を有する。 

また、常に気象状況・水防状況等に注意し、水害が予想される場合は進んで水防に協力しなけ

ればならない。 



水防－3 

 

第２章 水 防 組 織 

 

第１節 水 防 本 部 の 組 織                         

１ 水防に関係ある警報・注意報等の発表等により、洪水又は高潮のおそれがあると認められる

とき、又は河川の水位が水防団待機水位に達し、なお上昇のおそれがあると予想されたときか

ら水防団待機水位に復し、洪水による危険が解消するまでの間市役所内に水防本部を設置し、

災害対策本部の組織による任務分担に準じて事務を処理する。 

また、近年の異常気象等により、災害対策本部が設置されるまでの間に、水防活動が必要に

なった場合は、施設を所管する部又は課の長は、水防班員を招集し、水防本部を設置すること

ができる。 

なお、水防本部は、災害対策本部のうち環境経済部、都市建設部、水道部、消防部により構

成する。 

※施設例 河川堤防、水路・・・・・・・・土木課 

調整池、都市下水路・・・・・・下水道課 

農業用ため池、農業用水路・・・農務課 

他、水防に関わる施設・・・・・所管課 

２ 水防対策系統図 

 
 

水 防 本 部 
 

      

          

   
消 防 団 

公共的諸団体        
 

 
      

      

    
一 般 住 民 

  

 

第２節 災害対策本部との関係                         

水防本部長は災害の情勢に応じ、水防本部組織を災害対策本部組織に切り換え、

有機的活用を図るものとする。  
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第３章 水防上の注意箇所 

 

第１節 河川                                 

１ 意義 

水防管理団体は常に当該箇所の現況把握に努め、その水防対策を確立するために水防計画書

に明記するもの。 

２  評定基準  

区

分

番

号 

種
別 

重要性 

選定理由（例示） Ａ 水防上最も重要

な区間 
Ｂ 次に重要な区間 Ｃ やや危険な区間 

１ 

堤
防
高
・
河
川 

 計画高水流量に対

して計画堤防余裕高

が１／５以下の場合

であり計画高水流量

を疎せしめるには

最も危険な箇所、ま

たは高潮区間の堤防

にあっては計画高潮

位が現況の堤防高を

越える箇所。 

 計画高水流量に対して計

画堤防余裕高が１／５～１

／２の場合であり計画高水

流量を疎せしめるには危

険な箇所、または高潮区間

の堤防にあっては、現況の

堤防高が計画高潮位を上回

るものの、計画堤防高に満

たない箇所。 

計画高水流量に対

して計画堤防余裕高

が１／２以上であり

計画堤防余裕高より

低い箇所。 

・堤防高不足 

堤
防
高
・
海
岸 

 設計高潮位が現況

の堤防高を超える箇

所。 

現況の堤防高が設計高潮

位を上回るものの、著しく

設計堤防高に満たない箇

所。 

 ・堤防高不足 

２ 

堤
防
断
面 

 一連の堤防のうち

計画堤防断面に対し

て特に断面が狭小で

ある箇所。または、

堤防の上端幅（天端

幅）が 狭い 箇所 。

（堤防断面積あるい

は堤防の上端幅（天

端幅）が計画の１／

２以下の区間）。パ

ラペットが設置され

ており、その高さが

３０ｃ ｍ以 上の 箇

所。 

 一連の堤防のうち計画堤

防断面に対して断面が狭小

である箇所。または、堤防

の上端幅（天端幅）が狭い

箇所。（堤防断面積あるい

は堤防の上端幅（天端幅）

が計画の２／３以下の区

間）。パラペットが設置さ

れており、その高さが３０

ｃｍ未満の箇所。 

  ・堤防断面不足 

・堤防の上端幅

（天端幅）不足 

・パラペット 

３ 

堤
防
強
度 

 堤体あるいは基礎

地盤の土質が軟弱で

法面が急勾配である

箇所。法面の急勾配

等によ り、 法面 崩

壊、すべり、沈下等

の実績がある箇所。

水衝箇所の新堤で完

成後３年以下で安全

面に不安が感じられ

る箇所。 

堤体あるいは基礎地盤の

土質が軟弱である箇所。土

質等により、法面崩壊、す

べり、沈下等が予測される

箇所。新堤で完成後３年以

下で安全面に不安が感じら

れる箇所。 

 ・堤体土質軟弱 

・基礎地盤軟弱 

・法面不良 

・水衝部の新堤防 

・新堤防 
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４ 

漏
水 

 堤体あるいは基礎

地盤より漏水の実績

があるもの又はその

恐れが 十分 ある 箇

所。 

 漏水の実績があり、これ

に対して応急措置を講じら

れた箇所。 

漏水等の不安が考

えられる箇所。 

・漏水実績、おそ

れ 

 

５ 

水
衝 

 水衝部において、

低水護岸等が度々破

損され、あるいは破

堤、破堤寸前程度ま

での実 績が ある も

の。 

 水衝部において、低水護

岸や高水護岸があるが完全

とは考えられない箇所ある

いは護岸等が古くなって効

用が著しく減じている箇

所。 

  ・水衝部破堤実績 

・水衝部低水護岸

破損 

・水衝部護岸老朽 

６ 

深
掘
れ
（
洗
掘
） 

  堤防と接近してい

る河岸が深掘れ（洗

掘）されているとこ

ろで、堤脚護岸の根

固めが現在洗われて

おり危険が予想され

る箇所。又、橋台取

付部やその他の工作

物の突出による堤体

の深掘れ（洗掘）に

ついても考慮する。

なお波浪による河岸

決壊により危険に瀕

した実績あるものを

含む。 

 低水路の河岸が深掘れ

（洗掘）されているか河床

の深掘れ（洗堀）の著しい

箇所で堤脚護岸の根固め水

制等が一部破損しており危

険の生ずることが予想され

る箇所。 

 

 ・河岸深掘れ（洗

掘） 

・河床深掘れ（洗

掘） 

・河岸波浪 

７ 

工
事
施
工 

 国債工事等でやむ

なく出水期間中も樋

門、樋管等の工作物

を施行中のもので堤

防を横断して開削し

ている箇所その他工

事施工に伴い一時的

ではあるが危険が予

想される場合。 

 樋管、橋台等施工箇所で

堤防護岸が未施工の箇所。 

 ・工事中 

８ 

工
作
物 

 取水堰、樋門、樋

管等の堤防横断工作

物で設 置時 期が 古

く、水等沈下、漏水

等により不慮の事故

が予想される箇所。 

 陸閘が設置されて

いる箇所。 

 取水堰、樋門、樋管等工

作物の護岸等の補強措置が

未施工の箇所。 

 ・工作物老朽 

・疎通能力不足 

・余裕高不足 

・陸閘 

・補強措置未施工 

３  重要水防箇所  

番 

号 

河  川  名  

注意を要する区域  
重
要
度 

水防工法  

地  名  

左右岸名

（下流に向

かって）  

延長 (m) 予想される危険  

１  

準用河川土留木川  
（ 市 道 名 和 加 木 屋 線

山 東 交 差 点 南 7 0ｍ

から上流）  

名和町  左側  280 水のあふれ  
 

Ｃ  
積土俵工  

２  

準用河川土留木川  
（ 市 道 名 和 加 木 屋 線

山 東 交 差 点 南 7 0ｍ

から上流）  

〃  右側  280 〃  Ｃ  〃  
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３  
２級河川大田川  

（国道 247号大田橋か

ら上流）  

大田町  左側  110 〃  Ｂ  〃  

４  
２級河川大田川  

（上野橋から栄橋ま

で）  

富木島町

加木屋町  
左側  1,800 堤防斜面の崩れ  Ｂ  

杭打ち  

積土俵工  

５  
２級河川大田川  

（上野橋から栄橋ま

で）  

富木島町

加木屋町  
右側  1,800 〃  Ｂ  

杭打ち  

積土俵工  

６  
２級河川大田川  

（上野橋から上流）  
富木島町  右側  50 水のあふれ  Ｂ  積土俵工  

４ 評定基準参考資料 

 基本事項 

 ア 前記評定基準により種別、重要度、及び選定理由を評定する。 

 イ 各種別の考え方は上下流一連の堤防の状況を把握して判断する。 

（左右岸の比較も含む） 

ウ 計画高水位は、かならずしも全体計画の値ではなく、上記により判断する。 

 エ 評定基準は毎年３月３１日現在とし、現在工事中でも工事完了が確実な箇所は対応する。 

 選定理由の説明  

区分

番号 

種別 重要度  選定理由  注意事項  備考 

２ 

堤防断面 Ｂ  堤防の上端幅（天

端幅）不足 

堤防断面積とあるが堤防の上端（天

端）幅で読む。 

 

３ 

堤防強度 Ａ・Ｂ  堤体土質軟弱 堤体と基本地盤の軟弱とする。  

堤防斜面（法面）

不良 

堤防斜面（法）崩壊、すべり、急激な

沈下とする。 

 

新堤 新堤と堤体盛土（既設堤防の上端（天

端）幅の土）とする。 

 

６ 

深掘れ 

（洗掘） 

Ａ・Ｂ  深掘れ（洗掘） 根固等がなく護岸の基礎工が露出して

いる場合をいう。 

 

河床低下 河床が全体に低下したことにより根固

等がなく護岸の基礎工が露出している

場合をいう。 

 

８ 工作物 Ａ  工作物老朽 工作物老朽、不等沈下、工作物の漏水  
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等含む。 

疎通能力不足 堤防横断工作物の疎通能力の不足とす

る。 

 

余裕高不足 橋梁等により余裕高に不足を生じてい

る場合とする。 

 

 

第２節 浸水のおそれのある地域                                 

東海市ハザードマップのとおり 
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第４章 水防活動 

 

第１節 非常配備                                 

東海市災害対策活動要綱及び東海市災害対策活動要領に準ずる。 

なお、国土交通大臣又は愛知県知事が水防警報を行う河川及び海岸については、水防警報が発

表され、その河川海岸の水位が警戒を発する基準を超えるおそれがある場合は、非常配備体制と

する。ただし、危険を伴う水防活動に従事する場合、配備職員及び消防団員等の安全確保を図ら

なくてはならない。 

また、水防班員は第３非常配備体制の土木班員により構成する。 

第２節 巡視警戒                                 

１ 豪雨その他連日の降雨等の際は増水状況に注意し、増水が予想されるとき又は異常高潮の恐

れがあると予想されるときは東海市災害対策活動要綱に基づき実情の把握に努めるものとする。 

２ 降雨が依然として続き、水防団待機水位に達するか又はこれを上昇すると予想されるとき、

水防警報が発表される恐れのあるとき、異常高潮の恐れがあるとき及び高潮注意報の発表が予

測されるときは、消防長は消防団長を通じて当該区域の分団長に管轄区域の巡視のため消防団

員を派遣するように指示する。 

３ 雨量がますます増大して氾濫・水のあふれが予想されるとき又は氾濫注意水位（警戒水位）

に達し、なおこれを上昇すると予想されるとき及び気象予報により高潮の危険が予測され高潮

警報が発表されたときは、消防長は消防団長を通じて当該区域の分団長に巡視要員のほか、更

に警戒要員の団員を現地に派遣して直ちに管轄区域の監視警戒に当たるように指示する。 

４ 巡視及び警戒の服務については２人以上を１組として増水の状況に応じて第１次巡視要員及

び第２次警戒要員とに区分し、これら団員の編成、巡視及び警戒の対象、種別、経路、服務時

間、服務方法等について当該分団長は事前に計画を樹立し、実際活動に万全を期するものとす

る。 

５ 報告については、巡視警戒を開始したならば分団長はその都度異状の有無を消防本部へ連絡

しなければならない。 

６ 消防本部は、異状の有無を水防本部へ連絡しなければならない。 

第３節 観測                                 

雨量、水位、潮位の観測その他の気象状況については、県防災局、知多建設事務所その他関係

方面との緊密な連絡をとり情勢把握に努めなければならない。 

１  雨量観測 

名  称（観測所）  所  在  地 備  考  

東海市消防本部（署）  東海市高横須賀町町新田 1-1 屋  上  

緑陽コミュニティセンター 東海市名和町蓮池 17-1 屋  上  

三ツ池市民館 東海市加木屋町栗見坂 2-1 屋  上  
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  ※水防本部が設置され気象状況により相当の降雨があると認めたときは、毎時間

観測しその状況を水防本部に報告する。  

２  水位観測 

   土留木川樋門、大田川樋門、信濃川樋門及び南柴田樋門については操作委託

を受けた分団長等が、天白川・大田川・中川・渡内川・上野新川及び横須賀新

川については都市建設部及び水道部において降雨が激しく増大するおそれのあ

るときは、氾濫注意水位（警戒水位）に達する迄の間は１時間毎に水防本部に

報告する。  

   また、南柴田樋門、土留木橋、山東橋、木庭中橋及び順見橋については都市

建設部において水位計で情報を収集し、降雨が激しく増大するおそれのあると

きは氾濫危険水位に達する迄の間は１時間毎に水防本部に報告する。  

   なお、急激な水位上昇を観測した場合等必要に応じて水防本部に報告する。  

   氾濫注意水位（警戒水位）に達しなお増水のおそれがあるときは、同水位に

復するまで刻々と報告する。  

   最高水位に達し減水に向うときは、水位とその時刻を報告する。  

名   称 通報水位 
準備 

(氾濫注意水位) 

出動水位 

(避難判断水位) 

氾濫危険水

位 

大 田 川 樋 門         
（２級河川大田川） 

東海市大田町浜新田７番１地先 

 ＴＰ 

０．４０ 
 ＴＰ 

１．００ 

 ＴＰ 

１．４０ 

 ＴＰ 

２．２０ 

信 濃 川 樋 門         
（２級河川信濃川） 

東海市養父町正神１０３番地先 

 ＴＰ 

０．２０ 

 ＴＰ 

０．７０ 

 ＴＰ 

１．１０ 

 ＴＰ 

１．７３ 

土 留 木 川 樋 門          
（準用河川土留木川） 

東海市名和町北三ケ月１３番４地先 

 ＴＰ 

０．７５ 

 ＴＰ 

１．２５ 

 ＴＰ 

１．５５ 

 ＴＰ 

２．１５ 

富田橋上流左岸水位標 
（２級河川渡内川） 

東海市富木島町後田６６番１地先 

 ＴＰ 

２．００ 

 ＴＰ 

２．６０ 

 ＴＰ 

３．００ 

 ＴＰ 

３．６７ 

  ※上記の河川については、感潮河川のため、潮位の影響を著しく受けることが
あり、判断値を超過することがあるため、付近雨量との関係から危険度を判断
する必要がある。  

名   称 川底の高さ 氾濫危険水位 

南柴田樋門  
（準用河川土留木川） 

  

土留木橋  
（準用河川土留木川） 

ＴＰ 

０．６６ 

      ＴＰ 

２．３０ 

山東橋  
（準用河川土留木川） 

      ＴＰ 

３．７５ 

      ＴＰ 

５．３５ 
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木庭中橋  
(2級河川渡内川) 

      ＴＰ 

０．４７ 

      ＴＰ 

３．６８ 

順見橋  
（準用河川大田川） 

      ＴＰ 

７．２７ 

      ＴＰ 

９．７０ 

 

３  潮位観測（名古屋港潮位観測点） 

名     称 電     話 所   在   地 

名古屋港検潮所  ６６１－４１１１  名古屋市港区港町１０８  

  ※自らの判断により高潮のおそれがあると認めたとき、又は高潮の危険が予想
される旨の気象通報又は水防警報を受けたときは風速とともに潮位を観測所に
問い合せ水防本部に報告する。  

４  雨量、水位、潮位情報  

  防災危機管理課及び消防本部（署）にある高度情報通信ネットワーク機器等か

ら気象等の情報や土木課にある河川水位等監視装置から水位等の情報を収集し、

その状況を必要に応じて水防本部に報告する。  

また、庁舎内防災危機管理課に設置の防災行政無線ファックスにより愛知県水

防本部からの雨量等情報提供を受け、その状況を必要に応じて水防本部に報告す

る。 
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第４節 信号・標識                                 

１ 信号 

災害による危険区域の住民に避難のため立ち退くことを知らせる信号は次による。 

避難警報  水防警報  打  鐘  信  号  サイレン信号  

事前避難  

警   報  

水防信号  

警   報  
○－○  ○－○－○ 

６０秒         ６０秒  

６秒  

緊急避難  

警   報  

避   難  

信   号  
○－○－○－○－○－○ 

３秒     ３秒     ３秒  

２秒     ２秒  

２ 標識 

 緊急自動車優先進行標識 

水防のため出動する水防用緊急自動車（道路法の規定に基づき公安委員会の指定を受けた

もの）は、優先通行を確保するため、第１図の標識を用いるものとする。 

 水防警報発令標識 

  水防警報発令の標識は、第２図、第３図の標識を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 

東 海 市 

白 赤 
約

㎝ 

約 90 ㎝ 

第２図 

水防警報発令中  

形状大きさ適宜 

白 

青 

第３図 

白 

青 
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第５節 水防工法                                 

水防工法は、発生した事態に適応する工法を正確に判断し、その選定を誤らなければ１種類の

工法を施工するだけで成果を上げることが多いが、時には数種の工法を組み合わせて初めてその

目的を達成することがあるから、当初施工の工法で効果が認められないときは、これに代わる工

法を次々と行う必要がある。 

堤防の組成材料、流速、堤防斜面（法面）、護岸の状態、使用材料がその付近で得やすいか否

か等を考慮して工法を選定する。 

堤防等の異常状態に対応する工法はおおむね次表のとおりである。 

原

因 
工法 施工箇所 効果 工法の概要 

深
掘
れ
（
洗
掘
） 

木流し工 水の流れが急となっている箇所 

流水が激しく堤防をたたき、深掘れ

（洗掘）し始めている箇所 

流水を緩やかにし、川側

（川表）が崩れるのを防

ぐ。川側（川表）の淀欠け

を防ぐ（暖流部）。 

樹木に重り土のう

をつけて流し局部

を被覆する。 

表シート張

り工 

川側（川表）が崩れだした箇所 

透水し始めた堤防 

川側（川表）の崩壊を防

ぐ。 

吸い込み口をふさぎ透水を

防ぐ。 

川側（川表）の漏

水面に防水シート

等を張る。 

立てかご工 急流部の川側堤防斜面（川表法面）、

根固めが、深掘れ（洗掘）、欠壊のお

それがある箇所 

過去に深掘れ（洗掘）等し

た箇所の、災害の再発を防

ぐ。 

川側堤防斜面（表

法面）に蛇かごを

立てて被覆する。 

亀
裂 

折り返し工 堤防の上端（天端）に亀裂が生じた箇

所 

（粘土質堤防） 

竹の弾力性を利用して亀裂

の拡大を防ぐ。 

上端（天端）の亀

裂をはさんで両肩

付近に竹をさし折

り曲げて連結す

る。 

 

打ち継ぎ工 堤防の上端（天端）に亀裂が生じた箇

所 

（砂質堤防） 

亀裂の拡大を防ぐ。 上端（天端）の亀

裂をはさんで両肩

付近に杭を打ち、

鉄線で結束する。 

五徳縫い工 堤防の居住側斜面（裏法）、または裏

小段に亀裂が生じた箇所 

竹の弾力性を利用して、亀

裂の拡大を防ぐ。 

居住側斜面（裏法

面）の亀裂を竹で

縫い崩落を防ぐ。 

かご止め工 堤防の居住側斜面（裏法）、または裏

小段に亀裂や崩れが起こりそうな箇所 

堤防の居住側斜面（裏法

面）や裏小段の亀裂や崩壊

を防ぐ。 

居住側斜面（裏法

面）に菱形形状に

杭を打ち、竹又は

鉄線で縫う。 

つなぎ縫い

工（竹） 

堤防の上端（天端）や居住側斜面（裏

法面）に亀裂が生じている箇所 

竹の弾力性を利用して亀裂

の拡大を防ぐ。 

亀裂部分をはさん

で杭を打ち、竹で

結束する。 

漏
水 

釜段工 堤防裏小段や堤防近くの平場 漏水の噴出口を中心に土の

うを積んで水を貯え、その

水圧により噴出を抑える。 

裏小段、居住側斜

面（裏法）先平地

に円形に積み土の

うにする。 

月の輪工 堤防の居住側斜面（裏法面）に漏水し

た水が噴き出している箇所 

土のうを積んで河川水位と

漏水口との水位差を縮めて

水圧を弱め、漏水口の拡大

を防ぐ。 

居住側斜面（裏

法）に半円形に土

のうを積む。 

越
水(

堤
防
か
ら) 

   積土のう工 堤防が沈下した箇所 

増水が早く、水が堤防を越えそうな箇

所 

 

水があふれること（越水）

を防ぐ。 

堤防上端（天端）

に土のうを数段積

み上げる。 

改良積土の

う工 

堤防が沈下した箇所 

増水が早く、水が堤防を越えそうな箇

水があふれること（越水）

を防ぐ。 

堤防上端（天端）

に杭を打ってシー
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所 トを張り、土のう

を数段積み上げ

る。 

せき板工 堤防が沈下した箇所 

増水が早く、水が堤防を越えそうな箇

所 

水があふれること（越水）

を防ぐ。 

堤防上端（天端）

に杭を打ち、板を

杭に釘付けし、背

後に土砂又は土の

うを積む。 

水マット工 堤防が沈下した箇所 

増水が早く、水が堤防を越えそうな箇

所 

水があふれること（越水）

を防ぐ。 

ビニロン帆布製水

のうを上端（天

端）に置き、ポン

プで水を注入す

る。 

蛇かご積み

工 

堤防が沈下した箇所 

増水が早く、水が堤防を越えそうな箇

所 

水があふれること（越水）

を防ぐ。 

堤防上端（天端）

に土のうの代わり

に蛇かごを置く。 

裏シート張

り工 

水があふれる（越水）又はそのおそれ

のある箇所の居住側堤防斜面（裏法

面） 

水があふれること（越水）

による居住側堤防斜面（裏

法面）の崩壊を防ぐ。 

堤防居住側斜面

（裏法面）を防水

シートで被覆す

る。 

決
壊
防
止 

築き廻し工 堤防の川側斜面（表法面）の深掘れ

（洗堀）が進んでいる箇所堤防上端

（天端）まで崩壊し、幅員不足になり

つつある箇所 

堤防断面の厚みをつけ、破

堤するのを防ぐ。 

居住側斜面（裏法

面）に土のうを積

む。 

杭打ち積み

土のう工 

堤防の居住側斜面（裏法面）が崩れ

た、又は崩れそうな箇所 

居住側斜面（裏法面）の崩

壊を防ぐ。 

堤防斜面（法）崩

れの下部に杭を打

ち、土のうを積

む。 

土のう羽口

工 

堤防の居住側斜面（裏法面）が崩れ 

た箇所 

居住側斜面（裏法面）の崩

れた箇所を補強し、堤防の

崩れの拡大を防ぐ。 

崩壊箇所に土のう

を積み、竹で刺し

貫いて、地上に突

き出た竹を縫って

固定する。 

わく入れ工 流れが急流となっている箇所堤脚の深

掘れ（洗掘）が見られる箇所 

急流河川の流れをゆるやか

にする。堤脚深掘れ（洗

堀）の拡大を防ぐ。 

深掘れ箇所に川

倉、牛わく、鳥脚

などを投入する。 
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第５章 水防施設 

 

第１節 倉庫等                                 

１ 倉庫 

倉  庫  名  所   在   地  構  造  及  び  建  築  面  積  備   考  

中央防災倉庫  中央町 1-1 鉄骨造一部２階建    1,145.65㎡  資材配備 

２ 水防用資器材 

資器材名 単位 数量 資器材名 単位 数量 

土のう用袋類 袋 5,000 のこぎり 丁 5 

なわ・ロープ kg 300 ペンチ 丁 8 

ビニールシート 枚 100 なた・かま 丁 10 

くい木(2ｍ･3ｍ) 本 200 つるはし 丁 10 

鉄線 Kg 100 ハンマー 丁 15 

ビニールパイプ 本 15 クリッパー 丁 3 

鉄筋ぐい 本 150 一輪車 台 2 

たこづち 丁 8 照明灯 台 大型 3 

掛矢 丁 16 発電機 台 1 

ショベル 丁 30 

 ※保有資器材数量は基準数量とし、その数量の備蓄に努めるものとする。  

第２節 消防団詰所                                 

                  

分  団  名  所   在   地  構  造  及  び  面  積  管轄区域 

第１分団   名和町山東 13-1  鉄筋コンクリート造平屋建    59.40㎡  
南 柴 田 町 、 新 宝 町 、 名 和 町 、

浅山  

第２分団   荒尾町下り松 1-10  鉄筋コンクリート造２階建    84.22㎡  
荒 尾 町 (通 称 加 家 の 区 域 を 除

く )、富貴ノ台四丁目、五丁目  

第３分団   富貴ノ台二丁目 35  鉄筋コンクリート造２階建    68.68㎡  

荒 尾 町 (通 称 加 家 の 区 域 に 限

る )、 東 海 町 、 富 貴 ノ 台 一 丁

目 、 二 丁 目 、 三 丁 目 、 六 丁

目、中央町三丁目    

第４分団   富木島町向イ 3-3  鉄筋コンクリート造２階建    65.00㎡  

富 木 島 町 、 中 央 町 五 丁 目 、 六

丁目 (中央町町内会の区域を除

く ) 

第５分団   大田町後田 1176  鉄筋コンクリート造２階建    70.40㎡  

大 田 町 、 中 央 町 一 丁 目 、 二 丁

目、四丁目、六丁目 (中央町町

内会の区域に限る )、七丁目  

第６分団  
 高横須賀町東屋敷  

62-4 
 鉄筋コンクリート造２階建    70.58㎡  高横須賀町、中ノ池  

第７分団   元浜町 16  鉄筋コンクリート造２階建    78.08㎡  横須賀町、元浜町、養父町  

第８分団  
 加木屋町一本木  

19-5 
 鉄 骨 造２階建    73.60㎡  加木屋町   
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第３節 無線電話                               

 

種    別  識  別  信  号  設  置  場  所  所   在   地  

愛知県 

防災行政無線電話 
 ７２２－１１００ 

東海市役所総務部  

防災危機管理課  
東海市中央町一丁目１番地  

超短波無線電話  

（地域防災無線）  
 とうかい１００  〃  〃  

超短波無線電話  

（消防無線）  
 とうかいしょうぼう  東海市消防本部(署) 東海市高横須賀町町新田 1-1 

超短波無線電話  

（消防無線）  
 きゅうきゅうとうかい  〃  〃  

 備考  消防署北出張所及び南出張所には、消防無線の傍受器を設置  

第４節 排水                                 

１ 排水ポンプ場 

名    称  所   在   地  
排      水      機  

口径（㎜）  種      類  台  数  

名和前ポンプ場   名和町五ノ横物 1      900 立軸斜流ポンプ  １ 

〃      〃      1,000 〃  １  

〃      〃      1,200 〃  ４  

浅山ポンプ場   名和町一ノ下 26-2     900 〃  １  

〃      〃      1,200 〃  １  

〃      〃      1,500 〃  ３  

加家ポンプ場   東海町四丁目地内       800 〃  １  

〃      〃      1,200 〃  ２  

〃      〃      1,500 〃  ２  

伏見ポンプ場   富木島町伏見四丁目 2-1     700 〃  ３  

天宝ポンプ場   横須賀町天宝新田 132-1     1,000 〃  １  

〃      〃      1,650 〃  ３  

元浜ポンプ場  
元浜町 54-2（第 1）  

元浜町 62-2（第 2）  
     900 〃  ２  

〃      〃     1,500 〃  ６  
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 ２ 農業水門 

名    称  排   水   範   囲  管  理  団  体  

三 番 割 中 樋 門         名和町三番割中地内一帯  
名和前新田土地管理  

農業協同組合  

ト ゝ メ キ 樋 門  名和町トゝメキ地内一帯  〃  

大 廻 間 池 下 流        

樋      門  
 名和町三ツ屋地内一帯  三ツ屋生産組合  

 ３ 農業排水ポンプ場 

名 称 設 置 場 所 排 水 区 域 
排水面積 

（ha） 

ポンプ口径 

（㎜） 
受  託  者 

川北新田

排水機場 
大田町川北新田１ 

大田町上浜田･川北

新田･浜新田･堀切･

荒尾町源氏山･見晴

一帯 

73 
400 
500 
900 

３台 ㈱エステム (TEL)611-0611 

川北第二

排水機場 
大田町上浜田 208 

大田町上浜田・神宮

前・寺下・松崎・中

央町２丁目一帯 

荒尾町一ツ根、大窪 

31 
500 

500 
２台 〃 

天宝新田

排水機場 
横須賀町天宝新田 103 

横須賀町天宝新田・

高横須賀町井戸池･御

洲浜･踊場･尾之松･川

田･栗ノ木･呉天石･成

宝新田・町新田･葭山･

四丁目･大田町天尾

崎･後田･蟹田･柏ノ

木･川島･郷中･汐田･

下浜田･天神下･天神

下ノ上･東畑･前田･

的場･山屋敷一帯 

143 

350 
400 
600 
700 

1,000 

５台 〃 

養父新田

排水機場 
養父町中川 60 

養父町義神･島ノ内･

里中･釈迦御堂･正

神･浅間前･中川･八

王子･南堀畑･横枕一

帯 

32 
400 

600 
２台 〃 

加 木 屋 

第  三

排水機場 

加木屋町裾 75-3 

加木屋町旭･石田･

裾･樋･中井道･腹太･

真崎･向山･山之脇一

帯 

30 
400 

500 
２台 〃 

計 ５ 地 区  309 １４台  
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第６章 水防警報 

 

第１節 水防警報の意義                            

 指定河川、海岸について国土交通大臣又は愛知県知事が洪水、津波及び高潮によって災害が発

生するおそれがあると認められたとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表であり、水

防管理団体の水防活動に指針を与えることを本質としている。（水防法第１６条第１項） 

第２節 水防警報を行う河川及び海岸                      

１ 知事が水防警報を行う河川及び海岸とその区域 

河川海岸名 区          域 

天 白 川 植田川合流点から 海まで 

愛知県沿岸 弥富市地先から 静岡県境まで 

第３節 水防警報を発する基準                         

１  知事が水防警報を行う河川  

河 川 

海岸名 

観測 

所名 

所 在 地 

（位 置） 

水防団待機 

水位 

（通報水位） 

氾濫注意 

水位 

（警戒水位） 

出動 

水位 

氾濫危険 

水位 
堤防高 発表者 

天白川 天白川 

名古屋市南区中江二丁目 

（右岸 7.37 ㎞付近）  

※危険箇所 

左右岸 5.40km 付近 

 T.P 

3.20m 

 T.P 

4.30m 

 T.P 

5.15m 

T.P 

6.50m 

T.P 

（下流に向

かって） 

左側 8.94m 

右側 8.94m 

尾張建設 

事務所長 

 

２ 知事が水防警報を行う海岸 

市町村等をまとめた地

域（参考） 

発表区域 

（市町村名） 

発表基準 

（標高ｍ） 
堤防高 発表者 

準備 出動 

知多地域 東海市 １．７ ２．９ ４．６ 知多建設事務所長 

 

３ 知事が津波による水防警報を行う河川及び海岸 

  気象庁が「愛知県外海」又は「伊勢・三河湾」に「津波注意報」、「津波警報」又は「大津

波警報」を発表した場合 
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２  水防警報の段階と内容  

段 階 内            容 

準 備 
氾濫注意水位（警戒水位）を超過し、水防資材の整備点検、水門等の開閉準備、幹

部員の出動を通知するもの。 

出 動 出動水位を超過し、水防団員等の出動を通知するもの。 

情 報 水防活動上必要とする水位、その他河川の状況を通知するもの。 

解 除 水防活動の終了を通知するもの。 

第４節 水防警報の伝達系統                          

 

尾張建設事務所、知多建設事務所、河川課 

 

東  海  市  役  所 

 

各  水  門  操  作  担  当  

各排水ポンプ場操作担当             

各農業排水ポンプ場操作担当 

 

 

東 海 市 消 防 本 部 

東  海  市  消  防 団 

 

         高度情報通信ネットワーク 

加入電話又は携帯電話 
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第７章 洪水予報 

 

第１節 洪水予報の意義                            

 気象等の状況により洪水のおそれがあると認められるとき、国土交通大臣又は知事と気象庁長

官が共同して、その状況を関係機関及び一般に周知する目的で行う予報である。 

（水防法第１０条第２項・第１１条第１項、気象業務法第１４条の２第２項・第３項） 

第２節 洪水予報を行う河川及び実施区域                    

１  知事が指定した河川  

河川名  区         域  

天白川  左右岸  植田川合流点  から  海まで  

第３節 洪水予報に関する基準地点                       

(水位は T.P) 

河 川 名  
基 準  

地 点  所 在 地  

水 防 団 待
機 水 位  

（通報水位）ｍ 

氾 濫 注 意

水 位  

（警戒水位）ｍ 

避 難 判 断

水 位  

ｍ  

氾 濫 危 険

水 位  

ｍ  

天 白 川  
天 白

川  

名 古 屋 市 南 区 中

江 二 丁 目 （ 右 岸

7 . 3 7 K m付 近 ）  

※危険箇所 

左右岸 5.40km 付近 

３ ． ２ ０  ４ ． ３ ０  ５ ． ３ ５  ６ ． ５ ０  

第４節 洪水予報の種類と基準                         

 

種類 情報名 発表基準 

「洪水警報

（発表）」 

又は 

「洪水警報」 

「氾濫発生

情報」【警

戒レベル５

相当情報

（洪水）】 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険

情報」【警

戒レベル４

相当情報

（洪水）】 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに

水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒

情報」【警

戒レベル３

相当情報

（洪水）】 

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報

（発表）」又

は「洪水注意

報」 

「氾濫注意

情報」【警

戒レベル２

相当情報

（洪水）】 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続し

ているとき 

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき 

「洪水注意報 「氾濫注意 ・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位を
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（警報解

除）」 

情報（警戒

情報解

除）」 

下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなったと

き（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報

解除」 

「氾濫注意

情報解除」 

・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情

報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくな

ったとき 

※洪水予報が継続しているときに、補足情報が必要な場合は、発表中の洪水予報に一連番号を付

して発表する。 

第５節 洪水予報伝達系統                           

 

 

 

東  海  市  役  所 

 

各  水  門  操  作  担  当  

各排水ポンプ場操作担当             

各農業排水ポンプ場操作担当 

 

 

東 海 市 消 防 本 部 

東  海  市  消  防 団 

             高度情報通信ネットワーク 

加入電話又は携帯電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾張建設事務所、防災安全局防災部災害対策課 
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第８章 水位情報の周知 

 

第１節 水位情報の周知の意義                         

１ 河川の水位情報の周知 

  国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により重大又は相当な損害が生ず

るおそれがあるものとして指定した河川（水位周知河川）について、洪水特別警戒水位等を定

め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を関係者（知事、水防管理者、量水標管理

者）に通知するとともに、一般に周知させるもの。（水防法第１３条第１項・第２項・第３項） 

第２節 水位情報の周知を行う河川及びその区域                 

１ 知事が指定した河川 

河川名  区         域  

扇川  滝ノ水川合流点  から  天白川合流点まで  

 

２ 知事が指定した海岸 

海岸名  区    域（起点～終点）  

三河湾・伊勢湾岸沿岸  田原市伊良湖町地先  弥富市鍋田町地先  
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第３節 水位情報の周知を行う水位観測所における基準水位            

１ 知事が指定した河川 

  基準観測所の基準水位 

河 川 名  
観 測 所

名  

基  準  水  位  （ ｍ ）  

水 防 団 待 機

（ 通 報 ）  

氾 濫 注 意  

（ 警 戒 ）  
出 動  

避 難  

判 断  

氾 濫 危 険

（ 洪 水 特

別 警 戒 ）  

扇 川  

鳴 海 （ 左

岸 4 . 3 0 ｋ

ｍ 付 近 ）  

Ｔ .Ｐ .  

（ １ ． ４ ０ ）  

Ｔ .Ｐ .  

（ ２ ． ５ ０ ）  

Ｔ .Ｐ .  

（ ２ ． ８ ５ ）  

Ｔ .Ｐ .  

２ ． ８ ５  

Ｔ .Ｐ .  

３ ． ５ ０  

 

 基準水位の読替え表 

  基準観測所の水位計が被災等により正常に水位を観測することができない場合は、近傍の危

機管理型水位計の水位により、水位周知を行う。基準観測所と危機管理型水位計の対応関係及

び危機管理型水位計地点における基準水位は下表による。 

河 川 名  観 測 所 名  

基  準  水  位  （ ｍ ）  

水 防 団  

待 機 水 位  

（ 通 報 ）  

氾 濫 注 意

水 位  

（ 警 戒 ）  

出 動 水 位  
避 難 判 断  

水 位  

氾 濫 危 険

水 位  

（ 洪 水 特

別 警 戒 ）  

扇 川  

鳴  海  

Ｔ .Ｐ .  

１ ． ４ ０  

Ｔ .Ｐ .  

２ ． ５ ０  

Ｔ .Ｐ .  

２ ． ８ ５  

Ｔ .Ｐ .  

２ ． ８ ５  

Ｔ .Ｐ .  

３ ． ５ ０  

相 生 橋  － ６ ． １ ０  － ５ ． ０ ０  － ４ ． ６ ５  － ４ ． ６ ５  － ４ ． ０ ０  

※相生橋の水位は、堤防天端からの高さを示した値 

 

２ 知事が指定した海岸 

海 岸 名  観 測 所 名  
基  準  水  位  （ ｍ ）  

高 潮 警 戒 水 位 ※  高 潮 特 別 警 戒 水 位  

三 河 湾 ・ 伊 勢 湾 岸 沿 岸  

天 白 川 河 口  －  
Ｔ ． Ｐ  

（ ２ ． ３ ０ ）  

一     色  
Ｔ ． Ｐ  

（ １ ． ９ ０ ）  
 

※高潮警戒水位：高潮による災害の発生を警戒すべき水位（参考情報） 
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第４節 水位情報伝達系統                           

１  知事が水位情報の周知を行う河川  

尾張建設事務所 

 

東  海  市  役  所 

 

各  水  門  操  作  担  当  

各排水ポンプ場操作担当             

各農業排水ポンプ場操作担当 

 

 

東 海 市 消 防 本 部 

東  海  市  消  防 団 

 

         高度情報通信ネットワーク 

加入電話又は携帯電話 

２  知事が水位情報の周知を行う海岸  

河川課 

 

東  海  市  役  所 

 

各  水  門  操  作  担  当  

各排水ポンプ場操作担当             

各農業排水ポンプ場操作担当 

 

 

東 海 市 消 防 本 部 

東  海  市  消  防 団 

 

         高度情報通信ネットワーク 

加入電話又は携帯電話 
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第９章 通報連絡 

 

第１節 連絡通報                               

１ 警報等伝達、市民への連絡方法及び報告通報先系統は、地域防災計画に準ずる。 

２ 消防本部（署）又は消防団から水防本部へ及び水防本部から関係官庁へ報告する通知事項 

 ① 水位、雨量、潮位観測状況 

 ② 消防本部（署）、消防団出動、召集完了、人員報告 

 ③ 巡視警戒、配置完了 

 ④ 堤防、水こう門等異常発見状況 

 ⑤ 浸水のおそれの大なる場所及び被害が予想される池等の状況 

 ⑥ 水防作業開始 

 ⑦ 一般災害状況 

 ⑧ 水防警戒の必要及び解消 

水防関係連絡通報先一覧表 

連  絡  ・  通  報  先  名  称  住        所  電    話  

 愛知県知多建設事務所   半田市瑞穂町二丁目 2-1 （代） 0569-21-3231 

知多県民事務所   半田市出口町 1-36 （代） 0569-21-8111 

 愛知県東海警察署   東海市横須賀町天宝新田 52-1 （代） 0562-33-0110 

 愛知県防災安全局   名古屋市中区三の丸 3-1-2 （代） 052-961-2111 

愛知県知多農林水産事務所   半田市出口町 1-36 （代） 0569-21-8111 

 第四管区海上保安本部   名古屋市港区入船２丁目 3-12 （代） 052-661-1611 

 名古屋港管理組合      〃   港町 1-11 （代） 052-661-4111 

 中部電力㈱緑営業所   名古屋市緑区大高町字東正地 71-1 （代） 052-623-2711 

 西日本電信電話㈱名古屋南支店   名古屋市緑区鳴海町字京田 40      052-621-9003 

 東邦ガス㈱東海営業所   東海市高横須賀町町新田 8 （代） 0562-32-2101 

 愛知県愛知用水水道事務所    〃  大田町下浜田 164-5 （代） 0562-33-2281 

 あいち知多農業協同組合上野支店    〃  荒尾町寄亀 55 （代） 052-604-1211 

 あいち知多農業協同組合東海事業部    〃  高横須賀町角田 22 0562-33-2331 

 独立行政法人水資源機構愛知用水総

合事業部管理課  

 愛知郡東郷町大字諸輪字片平山  

25-25 
   0561-39-5462 
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第２節 決壊の通報                              

１ 堤防等が決壊した場合、現場責任者（分団長）は直ちにその状況を次の要領により水防本部

に報告するものとする。 

 ① 場所・必要があればこれにいたる経路 

 ② 決壊の状況 

 ③ 水防に要する資材並びに人員 

 ④ 応援の要否 

２ 水防本部は県知多建設事務所、知多県民センター及び警察署長に報告するとともに氾濫のお

よぶ恐れのある隣接分団長及び隣接地水防管理者に通報するものとする。 

第３節 決壊等による被害状況の報告                      

水防管理者、消防団長及び消防機関の長が、決壊や水のあふれ（越水）に起因する氾濫による

被害を認知したときは、次のとおりすみやかに報告するものとする。 

 １ 人的・住家被害 

   水防管理者は、被害状況を取りまとめ、原則的に愛知県防災情報システムに入力し県に報

告する。 

２ 公共土木施設被害 

  水防管理者は、被害状況を取りまとめ、管轄する国交省各河川事務所、県建設事務所、

務所又は農林水産事務所（以下「建設事務所等」という。）に対し報告する。県建設事務所

等は、直ちに県水防本部に報告する。 
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第１０章 避難 

 

第１節 避難のための立ち退き                         

１ 水防管理者は、氾濫危険水位を超え、堤防等の決壊又は決壊の危険に瀕した場合には、直ち

に必要と認める区域の居住者に対して立ち退き又はその準備を指示するものとする。 

伝達の方法等は、地域防災計画に準ずる。 

２ 立ち退き又はその準備を指示した場合は、警察署長に通知するものとする。 

３ 避難立ち退きに際しては水防信号、口頭伝達、マイク放送等併用するものとする。 

４ 避難所 

 拠点避難所 

東海市地域防災計画に位置付けの拠点避難所に準ずる。  

 津波一時避難ビル 

東海市地域防災計画に位置付けの津波一時避難ビルに準ずる。 

５ 洪水予報等の伝達方法に関しては、地域防災計画に準ずる。（風水害等災害対策計画 第３

編 災害応急対策 第３章 情報の収集・伝達・広報参照） 

６ 避難場所等への避難確保のための必要事項に関しては、地域防災計画に準ずる。（風水害等

災害対策計画 第２編 災害予防 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策参照） 

７ 災害時要援護者施設の一覧及び連絡体制に関しては、地域防災計画に準ずる。（風水害等災

害対策計画 第２編 災害予防 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策参照）  
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第１１章 他の水防機構との協力応援 

 

第１節 水防関係機関との相互協力                       

県知多建設事務所等と常に密接な連絡をとり、水防上の水位情報、警報等につき刻々通報を受

け若しくは水のあふれ、堤防の決壊のおそれがあるときはその状況を通報しこれらの措置に協力

を求めるものとする。 

第２節 隣接地水防管理団体との協力                      

隣接地水防管理団体より応援の要求があった場合は、自らの水防活動に支障のない限り応援す

るものとする。 

第３節 警察官の出動要請                           

水防管理者たる市長は、住民の退去、警戒区域の設定その他水防活動等において必要があると

認めるときは、水防法第２２条に基づき警察署長に対し警察官の出動を求めるものとする。 

第４節 自衛隊の出動要請                           

水防管理者たる市長は、災害の情勢により必要があると認めたときは、知事に対し自衛隊の部

隊派遣を要請するものとする。 
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第１２章 水防訓練及び水門の監視 

 

第１節 水防訓練                               

水防関係各機関の協力を得て実戦即応の巡視、観測、警戒、通信連絡、応援、避難、退去、決

壊措置、水防工法等の各般にわたる総合的水防訓練を実施する。 

第２節 水門の監視                              

１ 県知多建設事務所、都市建設部等関係職員とともに河川堤防その他水防に関係ある工作物等

を巡視し実態把握に努める。 

２ 消防団等は、次に定めるところにより水門操作を適正に行い、津波、波浪その他海水の浸入

を防止するとともに洪水の疎通を調整し、災害の発生を防止するものとする。 

水  門  の  名  称  監  視  団  体  等  

土 留 木 川 樋 門          第  １  分  団  

大  田  川  樋  門  第  ５  分  団  

信  濃  川  樋  門  第  ７  分  団  

南  柴  田  樋  門  委  託  業  者  

東 海 海 岸 門 扉          委  託  業  者  

① 水門の操作は、次の場合に行うものとし、平常時は常に開門しておくものとする。 

  ア 台風等による異常高潮又は津波等の異常気象の発生が予想されるとき。 

  イ 操作機能を保持するため試運転の必要があるとき。 

 ② 水門の操作を行う場合の構成員は、原則として１水門に対し５人とする。 

 ③ 試運転は、異常事態における水門の操作の円滑を期するため原則として、月１回以上行う

ものとする。 

 ④ 水門の開閉の順序は、原則として開門の場合は中央部のものから順次行う。閉門の場合は

開門の順序の逆により行うものとする。 

 ⑤ 操作員は、異常前においては気象情報の掌握に努め、それぞれの措置を行うものとする。 

  ア 高潮時（増水位よりも潮位が高い場合）は、全門を閉ざして防潮を図ること。 

  イ 増水時（増水位よりも潮位が低い場合）は、全門を開いて洪水の速やかな疎通を図るこ

と。 

  ウ 増水と高潮が重なるとき（水位及び潮位が同程の場合）は、上流及び下流にある水位標

又は招き扉の動きにより、内外水位を判断して、絶えず内水位が低くなるように全門を操

作すること。 

 ⑥ 操作員は、緊急事態のため気象情報の掌握ができない場合は自己の判断によって前記に準

じて操作をすることができる。 

 ⑦ 異常時における閉門中は、いかなる船舶の航行も認めないものとする。 



水防－29 

 

 ⑧ 操作員は、操作完了後は次回の操作に支障を生じないよう十分点検整備に努めるものとす

る。 

第３節 河川、海岸等の管理者への連絡                     

消防本部（署）は、水門の監視団体等から危険箇所の報告があったときは、速やかに当該河

川、海岸、池等の管理者に連絡し、必要な措置を求め、被害を未然に防止し、水防態勢の万全を

図るものとする。 
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第１３章 公用負担 

 

第１節 公用負担権限証明書                          

水防法第２８条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者（市長）又は

消防機関の長であるがその身分を証明する証明書を、その他これらの委任を受けた者にあって

は、次の証明を携帯し必要がある場合はこれを提出すべきものとする。 

 

 

公 用 負 担 権 限 証 明 書 

 

   ○○消防団○○分団  

 

                 分団長     何 某 

 

  上記の者を○○区域における水防法第２８条第１項の権限行使

を委任したことを証明する。 

    令和  年  月  日 

 

           水防管理者 東海市長        印 
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第２節 公用負担命令                             

 水防法第２８条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する場合は原則として、次の命令票

を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に手渡してこれをなすものとする。 

 

公  用  負  担  証 

 

   （第   号）  

 

       目的物      種類  

       負担の内容  使用  収用  処分等 

 

     令和  年  月  日 

 

            東海市長               印 

            事務取扱者      何  某   印 

 

    何  某  殿  

 



水防－32 

 

第１４章 水防実施報告 

 

第１節 水防実施報告                             

 水防管理者は、県水防本部からの指示があった場合、関係各課に遅滞なく次の事項を水防本部

に報告させ、水防が終結したときから３日以内に取りまとめて、第１号様式、第２号様式により、

愛知県知多建設事務所長に報告する。（法第４７条） 

１ 水防本部設置及び水防解除の日付及び時刻 

２ 消防団員又は消防機関に属する者の出動時期及び出動人員 

３ 巡視警戒、水防工法等水防作業の状況 

４ 堤防、水こう門等の異常の有無及びそれに対する処置とその効果 

５ 使用資器材の種類・数量 

６ 法２８条による公用負担の内容 

７ 応援の状況 

８ 避難指示及び立退きの指示の発令日時、発令区域 

９ 水防関係者の死傷 

10 水防功労者及び功績 

11 水防管理者の所見 

12 その他必要事項  
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第１号様式 

水防報告書（水防管理団体） 

報告者       番号        内線      

水 防 管 理 団 体 名 東 海 市                             令和  年  月  日報告 

増水（出水）の概

要 

  級    川水系     川始め   河川 

最高時間雨量     mm  月  日  時      地内 

総雨量        mm  月  日  時  月  日  時 

水 
 

防 
 

活 
 

動 

実 施 日 時         月  日  時頃 ～   月  日  時頃 

実 施 箇 所      

№ 河川名 左右岸 位置 人 員 実 施 工 法      

１          m     名  

２      

３      

延 出 動 人 員 
水防団     名 自衛隊     名  居住者     名 

消防団     名（   ）    名   計      名 

水 防 作 業 の 

概 要 及 び 

水 防 工 法 

 

水 
防 

の 

結 

果 

種 別 人 家屋 田畑 堤防 その他 

水防の効果 

    名    棟    ha    ｍ  

被 害 

     

使 用 資 器 材 

種類 数量 単価 金額（円） 

    

特 記 事 項 

 

備 考 

「増水（出水）の概要」「実施箇所」…複数ある場合は別紙に記載すること。 

「特記事項」…①水防功労者の氏名、年齢、所属、功績概要、②決壊（破堤）又は水があふれ

た（越水）箇所を記入すること。紙面が足りない場合は別紙とすること。 
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第２号様式 
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第２節 樋門等操作報告                             
 樋門の操作（点検を除く）を行ったときは、様式１により愛知県知多建設事務所長に直ちに 

報告するものとする。なお、点検により操作を行ったときは、操作内容を様式２により、操作 

後速やかに報告するものとする。 
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様式１ （契約書第６条第４項関係） 

 

異常気象時における樋門等操作報告書 

 

 FAX 知多建設事務所 (0569)21-3232   

 

東 海 市 

 

担当課 

担当者名 

連絡先 

送信時間  月  日

 時  分  

所管 
通番 

海岸名 
操作施設

名 
所在地 摘要 閉門時刻 開門時刻 

知多建設

事務所 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

     時 分 時 分 

※「海岸名」欄は、適宜、河川名・港湾名・漁港名に変更する。 

※閉門・開門操作については、１時間毎にＦＡＸで送信する。ただし、定時報告の間に把握し

た操作状況については随時電話連絡する。 
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様式２（契約書第７条第２項関係） 

 

樋 門 等 操 作 報 告 書 

 

東 海 市 

 

活動期間  年 月 日～ 月 日 

施設名 活動日時 操作内容 操作人数 

    

    

    

   

 

 

    

    

点検結

果 

 

特記事

項 

 

※操作報告書は、点検（作動確認）時に作成すること。（月毎の集計は必要ありません） 

※活動日時には、①現地到着時刻、②閉門操作時刻、③開門操作時刻等をそれぞれ記入し、そ

れぞれに対応した具体的な活動内容を「操作内容」欄に記載すること。 

 


